
町長は就任時から透明性を掲げて
いるが、不透明な決定が相次ぎ、制
度として是正するよう指摘した。　　

作野 桂子 議員
SAKUNO Keiko

大口 司郎 議員
OGUCHI Shiro

「障がい者（児）」・「高齢者」の災害
時の避難と誘導などを重点的に考え
て欲しい。

岩下 竜也 議員
IWASHITA Tatsuya

公約未達成と判断先送りが続いて
いるが、責任は町長にあると認めた。

水野 晃 議員
MIZUNO Akira

部活動の地域移行は先送りできな
い課題。実効性ある体制整備が不可
欠である。

開
庁
時
間
の
適
正
化
を

県
内
で
は
、
開
庁
時
間
を
短
縮
す
る
自

治
体
が
増
え
て
い
る
。
本
町
で
も
、
職

員
が
窓
口
対
応
に
追
わ
れ
、
企
画
や
計
画
づ

く
り
な
ど
、
行
政
に
欠
か
せ
な
い
時
間
が
確

保
し
づ
ら
い
状
況
が
あ
る
。
職
員
の
働
き
方

改
革
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
両

立
で
き
る
、
適
切
な
開
庁
時
間
に
つ
い
て
検

討
し
て
は
ど
う
か
。

来
庁
状
況
を
把
握
し
た
う
え
で
、
両
立

で
き
る
開
庁
時
間
の
あ
り
方
を
代
替
手

段
も
含
め
て
検
証
、
試
行
を
経
て
実
施
す
る
。

教
育
行
政
の
進
め
方
は

　

教
育
大
綱
の
改
訂
遅
延
、
中
学
校
整
備
や

ス
カ
イ
プ
ー
ル
再
開
な
ど
、
重
要
事
項
に
つ

い
て
質
疑
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
委

員
会
と
町
長
部
局
の
役
割
分
担
や
協
議
・
意

思
決
定
の
手
続
き
が
十
分
に
整
理
さ
れ
な
い

状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
教
育

委
員
会
の
合
議
体
と
し
て
の
役
割
を
尊
重
し
、

制
度
に
沿
っ
た
意
思
決
定
が
求
め
ら
れ
る
。

教
育
大
綱
の
改
訂
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
問
題
点
、
責
任
の
所
在
、
再
発

防
止
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

協
議
や
報
告
な
ど
が
曖
昧
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
今
後
は
、
教
育
委
員
会
で
き

ち
ん
と
協
議
を
し
て
丁
寧
に
進
め
て
い
く
。

教
育
課
題
を
踏
ま
え
た
、
現
時
点
で
の

教
育
長
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
何
か
。

「
児
童
生
徒
が
通
い
た
く
な
る
学
校
」

「
通
わ
せ
た
く
な
る
学
校
」
の
実
現
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
①
児
童
生
徒
と
教
職
員
の

関
係
が
温
か
く
良
好
で
あ
る
こ
と
、
②
分
か

る
授
業
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
、
③
安
心
安
全

な
学
習
環
境
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

災
害
弱
者
を
優
先
的
に

名
古
屋
市
と
の
防
災
相
互
協
定
の
対
象

と
な
る
「
障
が
い
者
（
児
）」・「
高
齢

者
」
が
利
用
す
る
施
設
の
数
は
。

豊
山
町
内
は
障
が
い
の
あ
る
方
が
利
用

す
る
入
所
施
設
は
５
カ
所
、
最
大
定
員

40
人
。
通
所
施
設
は
９
カ
所
、
最
大
定
員
は

１
０
８
人
。
高
齢
者
の
入
所
施
設
は
４
カ
所
、

最
大
定
員
は
１
２
８
人
。
通
所
施
設
は
３
カ

所
、
最
大
定
員
は
78
人
。
楠
地
区
内
に
つ
い

て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

一
次
避
難
所
は
「
障
が
い
者
（
児
）」・

「
高
齢
者
」
が
落
ち
着
い
て
避
難
で
き
る

よ
う
な
環
境
で
あ
る
か
。

落
ち
着
い
て
生
活
で
き
る
環
境
が
現
状

で
は
十
分
整
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

移
動
の
ス
ペ
ー
ス
、
介
助
の
ス
ペ
ー
ス
な
ど
、

配
慮
が
必
要
と
な
る
場
面
が
あ
る
。
今
後
は
、

国
や
県
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
引
き
続

き
改
善
に
努
め
る
。

避
難
所
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
が
必

要
な
住
民
へ
の
医
療
機
器
の
電
源
や
必

要
機
材
な
ど
の
提
供
は
考
え
て
い
る
か
。

医
療
機
器
は
、
平
時
に
は
備
え
て
お
く

機
器
で
は
な
い
が
医
療
的
ケ
ア
が
必
要

な
方
へ
の
対
応
は
命
に
直
結
す
る
大
変
重
要

な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

医
療
機
関
や
県
と
連
携
し
、
必
要
な
支
援

や
調
整
を
依
頼
す
る
体
制
と
し
て
い
る
。

現
在
の
地
域
防
災
計
画
に
こ
う
い
っ
た

内
容
を
具
体
的
に
記
述
す
る
な
ど
、
取

り
入
れ
る
考
え
は
あ
る
か
。

具
体
的
な
内
容
は
、
地
域
防
災
計
画
の

本
編
か
他
に
定
め
る
の
か
、
方
法
論
は

あ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
は

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

計
画
を
検
討
す
る
際
は
、
町
が
設
置
す
る

以
外
の
施
設
と
の
情
報
共
有
や
連
携
も
必
要

で
あ
る
。

避難所開設訓練の様子

町長と教育委員会の権限分担関係図

議
会
傍
聴
者
の
声

委
員
会
報
告

中
学
生
と
の
懇
談
会

二
十
歳
の
集
い

議
案
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｋ 

Ｕ
Ｐ

一
般
質
問

一
般
質
問
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